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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第 10 条に基づく届出の 
電子申請による受付について 

 
 大津市では令和７年度より建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 10 条に基づく届出（以
下、リサイクル届といいます。）の電子申請による受付を行います。 
 電子申請にあたっては以下の手順により申請いただきますようお願いします。 
 

①手続きページにアクセスするためのメールを受け取る 
・市ホームページより、対象の手続きページへアクセスしてください。 
・ログインページに遷移しますが、本手続きは利用者登録を求めませんので【利用者登録をせずに申し
込む方はこちら】を押下してください。 
※今後も継続して手続きを利用される場合は利用者登録いただいても問題ありません。 
 
・利用規約に【同意する】を押下いただき、遷移後のページにてメールアドレスを入力し【完了する】
を押下してください。 
→電子申請システムより手続きページの URL を示したメールが送信されます。 
 

②手続きページよりリサイクル届をアップロードする 
・電子申請システムより送信されたメールに記載の URL より手続きページにアクセスしてください。 
 
・必要事項を入力のうえリサイクル届をアップロードし、申し込みを完了してください。 
 ※アップロードできるデータは PDF のみです。 
→申込完了画面が表示され、電子申請システムより申込完了通知メールが送信されます 
 

③審査結果に基づき、補正したリサイクル届をアップロードする（補正が無い場合は④へ） 
→市の審査が終了すると、電子申請システム上に補正事項等を示した審査結果をアップロードし、その
旨を示したメールが電子申請システムより送信されます。 
 
・電子申請サービストップページの【申込内容照会】より、申込完了通知メールに記載の整理番号及び
パスワードを入力いただき、【申込詳細】ページへアクセスしてください。 
【添付ファイル１】より、【審査結果】ファイルをダウンロードしてください。 
 
・審査結果に記載の補正を完了させ、上記手順により【申込内容照会】ページへアクセスし、補正後の
リサイクル届をアップロードしてください。 
 

④市から受理の旨のメールが届く。 
→③の補正内容が確認できると、市から受理の旨のメールを送付します。 
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①手続きページにアクセスするためのメールを受け取る 
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こちらをクリック 
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利用規約を確認のうえ、 
【同意する】をクリック 
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メールアドレスを入力
してください。 

メールアドレスを入力後、
【完了する】をクリック 
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上の画面が表示され、入力いただいたメールアドレスにメールが送信されます。 
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②手続きページよりリサイクル届をアップロードする 
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大津市電子申請サービス 
 
手続き名：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第 10 条に基づく届出
（R7.4.1） 
の申込画面への URL をお届けします。 
◆パソコン、スマートフォンはこちらから 
https://s-kantan.jp/city-otsu-u/ 
 
上記の URL にアクセスして申込を行ってください。 
（現時点では申込は完了しておりません。） 
 
申込画面に進めるのはこのメールを受信してから 24 時間以内です。 
この時間を過ぎた場合はメールアドレスの入力からやり直してください。 
 
問い合わせ先 
大津市役所 建築指導課 建築安全推進係 
電話：077-528-2774 
FAX：077-523-1505 
メール：otsu1309@city.otsu.lg.jp 
このメールは自動配信メールです。 
返信等されましても応答できませんのでご注意ください。 

電子申請システムより送信されてきたメールに 
記載のアドレスより、手続きページへアクセスする。 

手続きページへのアクセスはメール受信後 24 時間以内 
に行ってください。 
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各入力フォームに入力してください。 
必須事項は必ず入力してください。 

届出者の情報を入力後、
【次へ】をクリック 
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各入力フォームに入力してください。 
必須事項は必ず入力してください。 

要確認のチェックボックスを入力後、
【次へ】をクリック 
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各入力フォームに入力してください。 
必須事項は必ず入力してください。 

こちらをクリックし、各項目についてアップロードする 
データを選択してください。 
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添付書類アップロードおよび 
注意事項のチェックボックスを入力後、 
【確認へ進む】をクリック 
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 内容に間違いが無いか、確認のうえクリック 
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今後の手続きに使用する整理番号とパスワードです。 
通知メールにも記載されますが、必ず保管してください。 

012345678910 

ABCDE12345 
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大津市電子申請サービス【LGWAN 試験環境】 
 
整理番号：012345678910 
パスワード：ABCDE12345 
 
届出担当者の氏名：大津 太郎 
 
大津市電子申請サービス 
手続き名： 建設リサイクル法に基づく届出 
 
の申込を受付けました。 
上記の整理番号とパスワードを必ず控えてください。 
申込内容照会の際に必要となります。 
どちらも半角英数字で、大文字、小文字は区別されます。 
他人に知られないよう大切に保管してください。 
 
これより審査を開始します。 
審査期間は 3 日程度ですが、内容、混雑状況により時間を頂戴する場合があります。 
審査が終わりましたら審査結果をアップロードしお知らせメールを送信します。 
 
（問い合わせ先） 
 
大津市役所 建築指導課 建築安全推進係 
電話：077-528-2774 
FAX：077-523-1505 
メール：otsu1309@city.otsu.lg.jp 
 
このメールは自動配信メールです。 
 
返信等されましても応答できませんのでご注意ください。 
 

 

 

 

 

受付通知メールにも整理番号・パスワードが記載されています。 
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③審査結果に基づき、補正したリサイクル届をアップロードする 
（補正が無い場合は④へ） 
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大津市電子申請サービス【LGWAN 試験環境】 
 
手続き名： 
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第 10 条に基づく届出（R7.4.1） 
整理番号：012345678910 
 
上記整理番号により受け付けしたリサイクル届の審査が完了しました。 
電子申請サービスの申込内容確認ページより審査結果をダウンロードし、記載されている所要の補正を
行ってください。 
補正が完了した場合は補正後のリサイクル届をアップロードしてください。 
 
問い合わせ先 
大津市役所 建築指導課 建築安全推進係 
電話：077-528-2774 
FAX：077-523-1505 
メール：otsu1309@city.otsu.lg.jp 
※このメールは自動配信メールです。 
 
返信等されましても応答できませんのでご注意ください。 

  

申請いただいたリサイクル届の審査が完了し、補正事項があった場合は上記のメールが 
電子申請システムより送信されます。 
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大津市電子申請サービスのトップページから
「申込内容照会」をクリックしてください。 
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申込完了時に表示された整理番号及びパスワードを 
入力してください。 
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審査結果ファイルをダウンロードしてください。 
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補正を行ったファイルの作成が出来たら、「修正する」より 
申込変更ページへ移動してください。 
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内容を確認し、修正が完了したら「修正する」をクリック 
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④市から受理の旨のメールが届く。 
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大津市電子申請サービス【LGWAN 試験環境】 
 
手続き名： 
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第 10 条に基づく届出（R7.4.1） 
整理番号：012345678910 
 
建設リサイクル法に基づく届出が受理されましたので通知いたします。 
受理番号は「第○○号」です。 
届出済証シールは電子申請の場合、配布されません。 
届出済証シールが必要な場合は建築指導課の窓口にお越しください。 
 
なお、届出をした工事で発生した特定建設資材について、再資源化が完了した時は、完了後 7 日以内に
その実施状況を建築指導課まで報告してください。 
再資源化等実施状況報告についても電子申請および FAX で申請が可能です。 
今後とも、本市建築行政にご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いします。 
 
問い合わせ先 
大津市役所 建築指導課 建築安全推進係 
電話：077-528-2774 
FAX：077-523-1505 
メール：otsu1309@city.otsu.lg.jp 
※このメールは自動配信メールです。 
返信等されましても応答できませんのでご注意ください。 

当初の申込内容に補正事項が無かった場合、または全ての補正事項の修正が完了したことが
確認できた場合は上記のメールが電子申請システムより送信されます。 
 
市より受理メールが届き次第、本手続きは完了です。 


